
 令和２年４月からの入札契約制度の見直しについて  

１ 総合評価一般競争入札の見直し 

本市の工事請負契約における総合評価一般競争入札を適用する基準（以下「適用基準」という）や

評価項目を見直します。

（１）適用基準の見直し

近年の工事価格の上昇等を踏まえ、工事内容に見合った適切な入札方式を採用できるようにする

ため、市長事務部局（交通局・病院局を含む）における適用基準について、予定価格（税込）を現

行の「１億８千万円以上」から「２億５千万円以上」に引上げるほか、発注する工事の内容・緊急性

等により、予定価格にかかわらず総合評価とする場合の適用基準について整理します。

（２）評価項目の見直し

地域防災力を強化し、事業者の社会貢献への取組の評価を充実させるため、事業者の災害時にお

ける協力体制や実働実績に対し、取組状況に見合った評価となるよう評価項目を見直します。

≫「災害時における協力体制」の評価内容を２項目に分け、それぞれ「0.5点」の配点とします。
≫「アシストかわさき」の評価内容を２項目に分け、それぞれ「0.5点」の配点とします。
≫「建設業労働災害防止協会の加入状況」が高止まりし、競争性確保や事業者の意欲向上につな

  がっていないことから、評価項目から除外します。※主観評価項目は継続

（令和２年３月３１日までの公告分）

業種 工事発注局 1.8億円未満 1.8億円以上 2.5億円以上 3.5億円以上

市長事務部局

上下水道局 総合評価

市長事務部局 落札方式

上下水道局

予定価格（税込）

建築

建築以外

（令和２年４月１日以降公告分）

業種 工事発注局 1.8億円未満 1.8億円以上 2.5億円以上 3.5億円以上

市長事務部局

上下水道局 総合評価

市長事務部局 落札方式

上下水道局
建築以外

予定価格（税込）

建築

（現行） （改正後）

分類 評価項目 配点 分類 評価項目 配点 内容

ISO9001の認証取得（品質マネジメント）

ISO14001の認証取得（環境マネジメント）

障害者の雇用状況 0.5 障害者の雇用状況 0.5

建設業労働災害防止協会の加入状況 0.5 廃止 男女共同参画 0.5 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定

男女共同参画 0.5 官公需適格組合であること 0.5

官公需適格組合であること 0.5 0.5 災害時における本市との協力体制（災害協定）

災害時における協力体制 0.5 改正 0.5 災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）

本社の所在地 0.5 本社の所在地 0.5

建設機械保有状況 0.5 建設機械保有状況 0.5

アシストかわさき施工実績 0.5 改正 0.5 本市が指定する工事の完工実績

担い手育成 若手・女性技術者の配置 0.5 0.5 災害協定に基づく派遣要請を受けての実働実績

計 5.0 担い手育成 若手・女性技術者の配置 0.5

計 5.5

0.5

企業の信頼性・社会性

企業の地域貢献度

ＩＳＯの取得状況 ＩＳＯの取得状況 0.5

企業の信頼性・社会性

企業の地域貢献度

災害時における協力体制

アシストかわさき施工実績



２ 主観評価項目制度の見直し 

主観評価項目制度は、川崎市競争入札参加資格の有資格事業者をより適正に評価するとともに、

事業者の技術力等の向上及び社会的貢献への意欲向上を目的とした制度です。

（１）消防団協力事業所の新設

担い手３法の改正に伴い、災害時の地域の守り手としての建設業への期待等に対応する取組が求

められていることから、災害対応の担い手の確保及び地域防災力の一層の向上のため、新たな評価

項目として「消防団協力事業所」（１０点）を新設します。

  なお、新設した評価項目は、令和３・４年度競争入札参加資格申請のランク設定から適用します。

【令和３年４月からの主観評価項目（予定）】

主観評価項目名 主観点 最大 

事

業

者

申

請

項

目

障害者の雇用状況 10 点

90 点
↓

100点

災害時における本市との協力体制（災害協定） 10 点

災害時における本市との協力体制（防災協力事業所） 10 点

建設業労働災害防止協会の加入状況 10 点

ISO９００１（品質マネジメント）の認証取得 10 点

ISO１４００１（環境マネジメント）の認証取得 10 点

男女共同参画（行動計画策定） 10 点

男女共同参画（認証取得） 10 点

協力雇用主 10 点

消防団協力事業所【新設】 10点
※上記のほか、本市資料に基づき、優良事業者表彰、指名停止、工事成績点を評価項目としています。

（２）評価点を入札参加資格とした入札の利用拡大

事業者の更なる技術力等の向上や社会的貢献への意欲向上を促すための取組として、工事請負契

約の一般競争入札において、評価点の合計点が５０点以上であることを入札参加資格とする入札を

実施します。

なお、実施する入札案件については、入札の競争性、公平性に配慮しつつ案件ごとに判断します。

【参考】令和元年度において、評価点４０点以上であることを入札参加資格とする入札の実施対象

業種・ランク…土木Ａ、下水管きょＡ、水道施設Ａ



３ 業務委託における最低制限価格設定の見直し 

脱炭素社会へ向けた取組として、環境面から業務の結果が市民の生命や健康にかかわる業務のう

ち、低価格入札が見受けられる業種「調査・測定」のうち種目「環境アセスメント」及び「計量証

明」に最低制限価格（設定率８０%）を設定します。

４ 上下水道局の屋外清掃業務委託契約手続きの見直し 

上下水道局の屋外清掃業務委託発注手続きにおける積算資料について、積算内容の透明性を確保

するため、開札から落札決定までの間、市の積算に疑義があれば申立てできる「積算疑義申立制度」

を導入します。

５ 補助金等交付事業に係る市内中小企業者への優先発注 

市内企業の育成及び市内経済の活性化を図ることを目的とした、市内中小企業者への優先発注に

ついて、川崎市から補助金等の交付を受けた事業者等においても、補助金等の交付対象となった事

業を実施するにあたり、市の施策に準じて市内中小企業者への優先発注を行う制度を始めます。

【実施時期】 
令和２年４月１日以降に入札公告又は指名を行う案件から実施

 ※新たな主観評価項目「消防団協力事業所」は、令和３・４年度競争入札参加資格申請のランク 

設定から適用 

 ※補助金等交付事業に係る市内中小企業者への優先発注は、令和２年度予算に係る補助金等から 

実施 


